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防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策（道路関係）

土砂災害等の危険性が高く、社会的
影響が大きい箇所約2,000箇所につ
いて、土砂災害等に対応した道路法
面・盛土対策、土砂災害等を回避す
る改良や道路拡幅などの緊急対策を
概ね完了。

冠水発生の恐れのある箇所について、
道路（約1,200箇所）及びアンダー
パス部等（約200箇所）の排水能力
向上のため排水施設の補修等の緊急
対策を概ね完了。

越波・津波の危険性のある約80箇所
について、消波ブロック整備等の越
波防止対策、ネットワーク整備によ
る越波・津波に係る緊急対策を概ね
完了。

耐震対策未実施の橋梁約600箇所※1、
道の駅約30箇所※2について、耐震
補強に係る緊急対策を概ね完了。

救急活動や人流・物流等に大きく影
響を与える可能性がある踏切約200
箇所について、長時間遮断時に優先
的に開放する踏切への指定等や踏切
の立体交差化等の緊急対策を実施。
うち、約20箇所において期間内に
立体交差化を完了。

停電により情報が遮断され管理上支障
が生じる恐れのある道路施設約1,600
箇所※１、道の駅約80箇所※２等につい
て、無停電設備（発動発電機、蓄電
池）の整備等の緊急対策を概ね完了。

道路上での車両滞留の発生を踏ま
え、大規模な車両滞留リスクのあ
る約700箇所について待避場所等
のスポット対策や除雪車増強の体
制強化等の緊急対策を概ね完了。

既往最大風速が一定程度以上で、
電柱倒壊の危険性の高い市街地の
緊急輸送道路の区間（約1万ｋm）
において、災害拠点へのアクセス
ルートで事業実施環境が整った区
間約1,000kmについて、無電柱化
を実施。

＜チェーン着脱場＞

※１：緊急輸送道路上の橋梁の内、今後30年間に
震度6以上の揺れに見舞われる確率が26％以上
の地域にあり、事業実施環境が整った橋梁

※２：地域防災計画に位置づけがあり、耐震対策
未実施の道の駅

＜除雪機械の増強＞

○重要インフラの緊急点検結果等を踏まえ「国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持」の観点から、
特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策について、２０２０年度までの３年間で集中的に実施する。

＜連続立体交差事業＞＜単独立体交差事業＞ ＜無停電装置＞ ＜自家発電装置＞

＜排水施設＞ ＜排水ポンプ＞＜法面法枠工＞ ＜ネットワーク整備＞＜消波・根固ブロック＞ ＜橋梁の耐震対策＞ ＜道の駅の耐震対策＞

＜電柱倒壊による道路閉塞＞

落石発生箇所

＜危険箇所を回避する
ミニバイパス＞

＜電柱ハザード
マップ＞

直轄国道

補助国道

都道府県道

市町村道

緊急輸送道路

：市街地（用途地域）

：既往日最大風速が20m/s
未満のエリア（自治体）

：住居地域（住居系用途
地域）

凡例

：電線類地中化実施区間

：非住居地域（非住居系
用途地域）

：既往日最大風速が20m/s
以上28m/s未満のエリア
（自治体）

：既往日最大風速が40m/s
未満のエリア（自治体）

：既往日最大風速が28m/s
以上40m/s未満のエリア
（自治体）

停電・節電

※１：事前通行規制区間内等にある道路施設で
無停電設備が未設置な箇所等

※２：地域防災計画に位置づけがあり、無停電設備
が未整備な道の駅

耐 震越波・津波冠 水法面・盛土

踏 切 豪 雪 無電柱化

（注）道の駅及び踏切以外の『箇所』の計上方法については、路線別に都道府県毎の区間を1箇所としています。 1



施策名

ＥＴＣ2.0やＡＩ技術を活用したカメラ画像の解析による機動的な交通状況の把握

衛星やレーザー等の技術を組み合わせた土砂災害の予兆を把握

予防保全への本格転換
集中的な対策を実施し、インフラ機能の早期回復を図るとともに、「予防保全」に基づくインフラメンテナン
スを実現

効率的なインフラメンテナンスの実
施

新技術の活用等により点検の高度化・効率化、集約・再編等によりインフラストックの適正化を促進

49．建設業団体・建設関連業と連
携した大規模災害等への自治体
支援

権限代行の拡充（道路） 令和２年道路法改正による権限代行の拡充

河川と連携した道路の洗掘防止
対策

河川管理者が把握している河床等の情報による構造物点検を要領等に明示し、橋梁や法面の洗掘防
止対策や通行規制の判断を実施

砂防・道路が連携した土砂災害対
策

砂防事業・道路事業の連携による効率的・効果的な土砂災害対策を推進

激甚化する災害に対応した道路
ネットワーク構築

ルート選定時のコントロールポイントにハザードマップの浸水想定区域を考慮することを新たに明示する
ことなどにより、気候変動に適応した道路計画を行う

橋梁や岸壁の耐震補強
高速道路等の耐震補強を今後数年間で行うとともに、耐震強化岸壁等の整備を通じて、重要物流道路
等の交通ネットワークを強化する

電線管理者と連携し、さらに無電柱化を加速する
（低コストの単独地中化方式の活用、既設電柱の占用制限等）

市街地開発事業等の面整備時の無電柱化を推進
（新設電柱の占用禁止、効率的な無電柱化方策の検討）

通れるマップの迅速かつ効果的な
提供

ETC2.0装着車両の通行実績データ等を活用して作成した通れるマップを即時提供

道の駅の防災機能強化
広域的な復旧・復興活動拠点となる「道の駅」を「防災道の駅」として認定する制度を創設し、住民に身
近な施設を平時・災害時にフル活用

道路の高架区間を非難場所として
活用

避難階段の整備やハザードマップへの位置づけを通じて、住民が活用しやすい避難場所を提供

通行止め予測の公表
大雪・大雨等の異常気象により通行止めが予測されるときには、ＨＰで公表し、気象庁等と連携して運行
計画等の変更を呼びかけ

土壌雨量指数の活用による通行
規制の合理化

気象庁が土砂災害警戒情報等の判断基準に用いている「土壌雨量指数」に基づく新たな通行規制基準
の導入を検討

優先開放踏切の指定等の対応
緊急輸送道路等にある踏切について、鉄道事業者と連携して優先開放踏切の指定等の対応を行い、災
害時にも踏切の遮断により人流・物流が阻害されない道路を実現

無電柱化の推進

58．国民生活・社会経済へのダ
メージを最小化する道路オペレー
ション

55．河川・鉄道・道路分野が連携
した橋脚等の防災・減災対策

56．激甚化・広域化する災害にも
機能喪失しない交通ネットワーク

57．迅速に災害モードに切り替わ
り、救援に貢献する道路

総力戦で挑む防災・減災プロジェクト(抜粋)　の　道路関係施策と道路技術小委員会での審議事項

施策の概要

1-1．インフラ分野における防災・
減災のための新技術の活用

道路の被災状況調査の迅速化等

11．待ったなしのインフラ老朽化
対策

今回審議
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